
「 デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 等 」 の 設 置 取 扱 要 綱  

 

平 成 2 1 年 ７ 月 １ 日  

市 長 決 裁  

 

「 デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 等 」の 設 置 取 扱 要 綱（ 平 成 1 2 年 9 月 1

日 施 行 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  

                         

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、稲 城 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則（ 昭 和 6 0 年 稲 城 市 規 則 第

1 1 号 ） に 規 定 す る デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム （ 以 下 「 シ ス テ ム 」 と

い う 。）の 設 置 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め 、も っ て シ ス テ ム の 適 正 な 設 置 、

使 用 及 び 維 持 管 理 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  生 物 処 理 タ イ プ  デ ィ ス ポ ー ザ か ら の 排 水 を 専 用 配 管 で 排 水 処 理

槽 （ 排 水 処 理 部 ） へ 排 出 し 、 生 物 処 理 し た 処 理 水 の み を 公 共 下 水 道 へ

排 出 し 、 汚 泥 は 別 途 廃 棄 す る 方 式 の シ ス テ ム を い う 。  

⑵  機 械 処 理 タ イ プ  デ ィ ス ポ ー ザ か ら の 排 水 を 機 械 装 置 （ 排 水 処 理

部 ） に よ っ て 固 形 物 （ 以 下 「 乾 燥 ご み 等 」 と い う 。） と 液 体 と に 分 離

し 、 分 離 さ れ た 液 体 の み を 公 共 下 水 道 へ 排 出 し 、 乾 燥 ご み 等 は 別 途 廃

棄 す る 方 式 の シ ス テ ム を い う 。  

⑶  使 用 者  シ ス テ ム の 維 持 管 理 に 関 し て 最 終 的 に 責 任 を 負 う 者 を い

い 、 戸 建 て 住 宅 の 所 有 者 若 し く は 占 有 者 又 は 共 同 住 宅 の 管 理 組 合 等 を

い う 。  

⑷  維 持 管 理 業 者  使 用 者 か ら 委 託 を 受 け て 、 シ ス テ ム の 維 持 管 理 （ 以

下 「 維 持 管 理 」 と い う 。） を 行 う 専 門 の 業 者 を い う 。  

 （ 設 置 基 準 ）  

第 ３ 条  設 置 す る シ ス テ ム は 、公 益 財 団 法 人 日 本 下 水 道 協 会 の 定 め る「 下



水 道 の た め の デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 性 能 基 準 （ 案 ）（ 平 成 2 5

年 ３ 月 ）」に 基 づ き 同 協 会 の 製 品 認 証 を 受 け た も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 申 請 書 の 提 出 と 計 画 の 確 認 ）  

第 ４ 条  シ ス テ ム の 新 増 設 又 は 変 更（ 廃 止 の 場 合 も 含 む 。）を 行 お う と す る

者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。） は 、 稲 城 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 6 0 年 稲 城 市

条 例 第 1 6 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第 ５ 条 に 規 定 す る 排 水 設 備 等 の 新

設 等 の 届 出 を 行 い 、 市 長 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  申 請 者 は 、 前 項 の 届 出 を 行 う と き は 、 稲 城 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則 第 ４

条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 書 類 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば

な ら な い 。  

⑴  「 デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 」 設 置 届 出 書  

⑵  建 築 物 配 置 図  

⑶  排 水 設 備 設 計 図  

⑷  仕 様 書 （ デ ィ ス ポ ー ザ 及 び 排 水 処 理 槽 の 構 造 及 び 性 能 を 示 し た も

の ） の 写 し  

⑸  維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 書 （ 写 ）  

⑹  デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム の 維 持 管 理 等 に 関 す る 計 画 書  

⑺  使 用 者 承 継 確 約 書  

⑻  届 出 を 行 う シ ス テ ム が 公 益 社 団 法 人 日 本 下 水 道 協 会 の 製 品 認 証 を

受 け た こ と を 示 す 認 証 書  

⑼  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め た 書 類  

３  申 請 者 は 、 前 項 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 ま で に 定 め る 書 類 に つ い て は 、 第 １

号 に 定 め る 届 出 書 に 添 付 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 排 出 の 停 止 、 制 限 及 び 改 善 命 令 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 シ ス テ ム の 維 持 管 理 の 状 況 に よ り 、 公 共 下 水 道 へ 排 出 す

る 水 質 が 下 水 道 管 渠 を 損 傷 し 、 若 し く は 機 能 を 阻 害 す る お そ れ が あ る と

き 、 又 は 市 長 が 公 共 下 水 道 の 管 理 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 使 用 者

に 対 し 、 排 出 の 停 止 若 し く は 制 限 又 は シ ス テ ム の 改 善 を 指 導 す る こ と が

で き る 。  

（ 維 持 管 理 ）  



第 ６ 条  使 用 者 は 、 維 持 管 理 に あ た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば

な ら な い 。  

⑴  シ ス テ ム か ら 公 共 下 水 道 へ 排 出 さ れ た 下 水 の 水 質 を 良 好 に 保 つ た

め 、シ ス テ ム の 機 能 を 保 持 し 、適 正 な 利 用 及 び 維 持 管 理 に 努 め る こ と 。 

⑵  維 持 管 理 に つ い て 維 持 管 理 業 者 と 維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 を 締 結 す

る こ と 。  

⑶  シ ス テ ム の う ち 機 械 処 理 タ イ プ の 維 持 管 理 に つ い て 、 １ 年 に １ 回 以

上 の 専 門 業 者 の 保 守 点 検 を 実 施 す る こ と 。  

⑷  集 合 住 宅 に お い て 機 械 処 理 タ イ プ を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 所 有 者

又 は 管 理 組 合 の 承 認 を 得 る こ と 。  

⑸  シ ス テ ム の 維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 に 基 づ き 、 維 持 管 理 業 者 が 実 施 す

る 保 守 点 検 に 関 す る 記 録 、 清 掃 及 び 汚 泥 引 き 抜 き 等 の 維 持 管 理 に 関 す

る 資 料 を ３ 年 間 保 存 し 、 市 長 か ら 請 求 が あ っ た と き は 提 出 す る こ と 。 

⑹  第 ３ 号 に 定 め る 保 守 点 検 を 実 施 し た 場 合 は 、 そ の 旨 を 市 長 へ 保 守 点

検 報 告 書 に よ り 速 や か に 報 告 す る こ と 。  

⑺  シ ス テ ム か ら 発 生 す る 汚 泥 又 は 乾 燥 ご み 等 を 「 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清

掃 に 関 す る 法 律 」（ 昭 和 4 5 年 法 律 第 1 3 7 号 ） に 基 づ き 適 正 に 処 理 す る

こ と 。  

２  市 長 は 、 維 持 管 理 が 適 正 に 行 わ れ て い る こ と を 確 認 す る た め 、 必 要 に

応 じ て 立 入 検 査 等 の 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。  

（ シ ス テ ム 製 造 販 売 会 社 に 対 す る 指 導 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 シ ス テ ム の 製 造 会 社 及 び 販 売 会 社 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事

項 に つ い て 指 導 を 行 う こ と が で き る 。  

⑴  シ ス テ ム の 販 売 に あ た り 、 利 用 者 に 対 し 、 シ ス テ ム が 維 持 管 理 業 者

と の 業 務 委 託 契 約 に よ る 維 持 管 理 が 必 要 で あ る 旨 を 説 明 し 理 解 を 得

る こ と 。  

⑵  市 長 が 行 う 維 持 管 理 に 関 す る 指 導 に 協 力 す る こ と 。  

⑶  シ ス テ ム の 維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 に 基 づ き 、 維 持 管 理 業 務 受 託 者 が

実 施 す る 保 守 点 検 に 関 す る 記 録 、 清 掃 及 び 汚 泥 引 き 抜 き 等 の 維 持 管 理

に 関 す る 資 料 を ３ 年 間 保 存 し 、 市 長 か ら 請 求 が あ っ た と き は 提 出 す る



こ と 。  

（ 使 用 者 の 地 位 の 承 継 ）  

第 ８ 条  当 該 シ ス テ ム を 有 す る 建 築 物 の 譲 渡 等 が あ っ た と き は 、 当 該 譲 渡

等 を 受 け た 者 （ 以 下 「 新 使 用 者 」 と い う 。） が 当 該 シ ス テ ム の 適 切 な 維

持 管 理 を 引 き 継 ぐ も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 引 継 ぎ が 行 わ れ る 場 合 、 使 用 者 は 、 新 使 用 者 に 対 し 、

当 該 建 物 の 宅 地 建 物 取 引 業 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 7 6 号 ） 第 3 5 条 に 規 定 す

る 重 要 事 項 説 明 書 又 は こ れ に 代 わ る も の に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 記 し 、

か つ 、 説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  維 持 管 理 に つ い て は 、 維 持 管 理 業 者 と の 契 約 が 必 要 で あ る こ と 。  

⑵  下 水 道 管 理 者 の 維 持 管 理 に 関 す る 指 導 等 に 協 力 す る 必 要 が あ る こ

と 。  

（ 委 任 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 で 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 下 水 道 課 長 が 別 に 定

め る 。  

 

 

付  則 （ 平 成 2 1 年 ７ 月 １ 日 市 長 決 裁 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 2 1 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則 （ 平 成 2 6 年 ４ 月 ８ 日 市 長 決 裁 ）  

（ 施 行 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、市 長 決 裁 の あ っ た 日（ 以 下「 施 行 日 」と い う 。）か ら 施 行

す る 。  

 （ 設 置 基 準 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 「 デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 等 」 の 設 置 取 扱 要 綱 （ 以 下

「 旧 要 綱 」 と い う 。） に 基 づ き 設 置 さ れ た シ ス テ ム 及 び 施 行 日 か ら 平 成

2 7 年 ３ 月 3 1 日 ま で に 設 置 す る シ ス テ ム の う ち 旧 要 綱 第 ２ 条 第 １ 号 に 規

定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の に つ い て は 、 改 正 後 の 「 デ ィ ス ポ ー ザ 排

水 処 理 シ ス テ ム 等 」 の 設 置 取 扱 要 綱 第 ３ 条 の 設 置 基 準 を 満 た し て い る も

の と み な す 。  


